
 

平成 24年 8月に成立した「子ども・子育て関連 3法」に基づく新たな制度で、消費税引き上げによる

増収分を財源として確保し、消費税率引き上げの時期を踏まえて、早ければ平成２７年度から本格施行さ

れます。 

 

○「子ども・子育て関連 3法」 

新制度の創設に関する次の 3つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連 3法」と呼ばれています。 

1.子ども・子育て支援法 

2.認定こども園法の一部を改正する法律 

3.関係法律の整備等に関する法律（児童福祉法等の改正） 

 

○子ども・子育て支援新制度の概要 

「子ども・子育て支援新制度」（以下「新制度」といいます。）は、「社会保障・税一体改革大綱（24.2.17

閣議決定）」の中で、子どもを産み、育てやすい社会を目指して創設することとされ、その目的は次の 3

つです。 

1.質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

2.保育の量的拡大・確保 

・ 待機児童の解消 

・ 地域の保育を支援 

3.地域の子ども・子育て支援の充実 

 

○制度の主な内容 

1.「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」に向けて 

   幼児期の学校教育・保育、地域での子育て支援を総合的に提供する「認定こども園」の普及を進めると

しています。そのうち「幼保連携型認定こども園」の設置手続きの簡素化や財政支援の充実・強化するこ

とにより、施設の整備と幼児教育・保育及び家庭における養育支援の一体的な提供の促進を図ることとさ

れています。 

※認定こども園の種類 

・幼保連携型 － 認可幼稚園と認可保育所とが連携して一体的な運営を行うタイプ 
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 当該施設を構成する保育所に入所していた子ど
もを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園
させて一貫した教育及び保育を行うものである
こと。 
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当該施設を構成する保育所において、満 3
歳以上の子どもに対し学校教育法第 23条各
号に掲げる目標が達成されるよう保育を行
い、かつ当該施設を構成する幼稚園との緊
密な連携協力体制が確保されていること。 
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・幼 稚 園 型 － 認可された幼稚園が保育所的な機能を備えたタイプ 

・保 育 所 型 － 認可された保育所が幼稚園的な機能（幼児教育）を備えたタイプ 

・地方裁量型 － 認可のない地域の教育・保育施設が認定こども園として機能を果たすタイプ 

○利用時間別の教育・保育の状況 

午 前 午 後 

3～5歳児 

共通利用時間(幼稚園と同様 4時間程度) 
教育課程に基く教育を実施 
(＝学校教育法に掲げる目標が達成され
るよう保育を実施) 

→短時間利用児(保育に欠けない子) 
(幼稚園と同様 4時間程度利用) 

共通の利用時間終了後も保育を実施 
→長時間利用児(保育に欠ける子) 
(保育所と同様 8時間程度利用) 

0～2歳児 保育所と同様の 8時間程度の保育を実施 (0～2歳児の保育は認定の要件ではない。) 

 

2.「保育の量的拡大・確保」に向けて 

   新制度の創設のために、約 0.7兆円の財源が充てられることとなっています。この 0.7兆円のうち、約

0.4兆円が保育等の量の拡充に充てられることとなっており、待機児童が発生している地域での施設整備

等を促進することとされています。 

   また、行政による設置の「認可」のしくみを改善し、保育所などの施設が設置されやすくしたり、「小

規模保育」、「家庭的保育（「保育ママ」）」などのさまざまな手法による保育に対する新たな財政措置

を行い、提供される保育の量や種類を増やしたりすることで、待機児童を解消することが目指されていま

す。 

   なお、保育の「量」とともに、「質」も確保するため、職員の処遇や配置に関する改善などを図ること

とされています。 

3.「地域の子ども・子育て支援の充実」に向けて 

   地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ」、

「一時預かり」、「延長保育」、「地域子育て支援拠点事業」、「妊婦検診」などの事業の拡充を図るこ

ととされています。 

   また、子育て支援に関する相談の受付や施設・サービスの紹介、情報提供などを行う窓口を設置するな

どの新たな取り組みによって、多様なメニューからニーズに合ったサービスを選択して利用できる仕組み

づくりが目指されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇保育園・幼稚園・放課後児童クラブ等の状況 

認可保育所 子育て

支援セ

ンター 

私立幼稚園 
H25.4.1現在 

放課後児童クラブ 
H25.4.1現在 

名  称 定員 
延長 

保育 

休日 

保育 

一時 

保育 
名  称 

児童
数 

名  称 
児童
数 

学区 

ふうりん保育園 45 〇  〇  あさひ幼稚園 163 
第 1篠木なかよし
クラブ 

44 

篠木 大釜保育園 120 〇 〇 〇 〇 大釜幼稚園 296 
第 2篠木なかよし
クラブ 

37 

大沢保育園 45 〇  〇  つばめ幼稚園 206 風の子クラブ 23 

鵜飼保育園 120 〇 〇 〇  
認定こども園ふじ
なでしこ幼稚園 

248 
うかいっこ学童
保育クラブ 

89 

鵜飼 元村保育園 90 〇  〇  

  

室小路学童保育
会 

64 

牧の林すずの音
保育園 

120 〇 〇 〇 ○ 撫子学童クラブ 47 

なでしこ保育園 90 〇  〇 〇 
滝沢学童保育ク
ラブ外山 

44 

滝沢 南巣子保育園 120 〇 〇 〇 〇 
滝沢学童保育ク
ラブ国分 

43 

ハレルヤ保育園 60 〇  〇  
こっちゃ子学童
保育クラブ館 

60 

巣子保育園 90 〇  〇  
巣子学童保育ク
ラブ第一 

61 

滝沢 
第二 

川前保育園 90 〇  〇  
巣子学童保育ク
ラブ第二 

47 

一本木保育園 45 〇  〇  
巣子学童保育ク
ラブ第三 

48 

柳沢保育園 45 〇  〇  
川前学童保育ク
ラブ 

41 
滝沢東 

      

ひかりの森学童
クラブ 

45 

柳沢学童保育ク
ラブ 

16 柳沢 

一本木学童保育
クラブ 

37 一本木 

箇所数・人数 1,080 13 4 13 4 4 913 16 746  

                                          

  

〇その他の施設等 

種  類 名  称 定員 備考 

認定こども園 認定こども園ふじなでしこ保育園 48 幼保連携型 延長・一時保育 

へき地保育所 姥屋敷保育所（公設民営） 30 対象：姥屋敷に居住・就労している方 

認可外保育施設 

みかみ託児所 26 3ヶ月～就学前 

ちびっこはうす 18 0歳(産休明け)～4歳の年度末 

あさひ幼稚園 20 1歳 10ヶ月～2歳児のみ 

わら巣っこ 14 0歳～2歳 

病児保育施設 
キッズケアルーム風船 4 生後 3ヶ月～小学 3年生 月～土 

グレイス病児保育室 4 生後 2ヶ月～小学 3年生 月～金 

一時預かり ファミリー・サポート・センター  生後 2ヶ月～満 12歳まで 

 

 

 

 


